
支部運営審議会の報告

育児休業、介護休暇を取得される方へ

令和3年度第1回公立学校共済組合
東京支部運営審議会について

育児休業手当金、介護休業手当金の 
給付上限日額が変更になりました。

第１回の東京支部運営審議会は新型コロナウイルス感染
症予防のため書面開催にて行われ承認されました。

令和3年8月1日より育児休業手当金および介護休業手当金の給付に係る給付上限日
額は下図のように変更となりました。※

⃝審議事項 令和２年度公立学校共済組合東京支部決算
（業務・保健・貸付各経理）

❷ 育児休業手当金

❶ 対　象

❸ 介護休業手当金

「保険料の基礎となる標準報酬月額」が下記の月額以上となる組合員についての
令和３年８月１日以降の休業期間に係る育児休業手当金および介護休業手当金。

※現在、育児休業手当金および介護休業手当金を受給中の方も、上限額の変更により給付金の受給額が変更となります。

保険料の基礎となる標準報酬月額 給付上限日額

470,000円〔25等級以上〕　（給付率67％の場合） 13,722円

470,000円〔25等級以上〕　（給付率50％の場合） 10,240円

保険料の基礎となる標準報酬月額 給付上限日額

500,000円〔26等級以上〕　（給付率67％の場合） 15,102円

※P12で決算の概要をお知らせします。

問合せ先 福利厚生課管理担当�  03-5320-6812

問合せ先 給付貸付課短期給付担当�  03-5320-6827
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